
３
月･

４
月
は
、
市
の
窓
口
が
込
み
合
い

ま
す
。
ま
た
、
新
庁
舎
建
設
工
事
の
た
め
、

市
役
所
本
庁
舎
駐
車
場
も
狭
く
な
り
、
大
変

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
お
り
ま
す
。

住
民
異
動
届
、
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
証

明
書
な
ど
の
請
求
は
各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
で
も
受
け
付
け
ま
す
。
窓
口
へ
お
越
し

の
際
は
、公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
な
ど
、

駐
車
場
の
混
雑
緩
和
に
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

届
出
時
期
▼

転
入
し
た
日
か
ら
14
日
以
内

必
要
な
も
の
▼

前
に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村

か
ら
交
付
さ
れ
た
転
出
証
明
書
、
ま
た
は

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
。
国
民
年
金
加
入

者
は
年
金
手
帳
も
お
持
ち
く
だ
さ
い

届
出
時
期
▼

転
出
す
る
前(

転
出
先
の
住
所

を
お
確
か
め
く
だ
さ
い)

必
要
な
も
の(

証
書
を
お
持
ち
の
か
た)

▼

国
民
健
康
保
険･

後
期
高
齢
者
医
療･

介
護
保

険
の
被
保
険
者
証
、
福
祉
医
療
費
受
給
者
証

届
出
時
期u

引
っ
越
し
て
か
ら
14
日
以
内
　

必
要
な
も
の(

証
書
を
お
持
ち
の
か
た)u

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
福
祉
医
療

費
受
給
者
証

■
転
入
届(

他
の
市
区
町
村
か
ら
秋
田
市
へ)

窓
口
繁
忙
期
の
混
雑
緩
和
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

市役所本庁舎の駐車場地図

■
市
民
課
☎(

８
６
６)

２
０
１
８

■
北
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
９
３)

５
９
８
４

■
西
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
８
８)

８
０
８
０
　

■
河
辺
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
８
２)

５
１
３
１

■
雄
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(
８
８
６)

５
５
２
３
　

■
岩
見
三
内
連
絡
所

☎(

８
８
３)
２
１
１
１

■
大
正
寺
連
絡
所☎(

８
８
７)

２
１
１
１

■
ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
８
７)

５
３
２
０

受
付
時
間

平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分(

ア
ル
ヴ
ェ
は
午
前
９
時
〜)

届
出
窓
口
　

＊
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
使
っ
て
届
け
出
す
る
場

合
、
事
前
に
前
住
所
地
へ
届
け
出
が
必
要
で
す
。

＊
新
た
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
か
た
は
、

窓
口
で
お
話
く
だ
さ
い
。
転
入
先
の
世
帯
に
国

保
加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
世
帯
の
被
保

険
者
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

＊
世
帯
主
が
転
出
す
る
場
合
で
、
世
帯
員
に
国
保

加
入
者
が
い
る
と
き
は
す
べ
て
の
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

＊
転
校
を
伴
う
場
合
は
、
住
民
異
動
届
け
を
し
た

際
、
必
要
な
書
類
を
交
付
し
ま
す
。「
転
出･

転

居｣

は
転
校
前
の
、｢
転
入｣

は
転
校
後
の
学
校
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

納
期
限
を
過
ぎ
た
市
税
で
納
め
忘
れ
が

あ
る
か
た
は
、
３
月
中
に
納
付
し
て
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
市
税
の
納
付

は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

北
部･

西
部
の
各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
が
、
施
設
の
保
守
点
検
の
た
め
次
の
日

は
終
日
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
住
民
票
な
ど

を
発
行
す
る
自
動
交
付
機
は
利
用
で
き
ま

す(

利
用
時
間
は
午
前
９
時
〜
午
後
５
時)

。

北
部
☎(

８
４
５)

２
２
６
１
▼

３
月
15
日
(土)

西
部
☎(

８
８
８)

８
０
８
０
▼

３
月
21
日
(金)

転
入･
転
出･

転
居

手
続
き
忘
れ
ず
に

■
転
出
届(

秋
田
市
か
ら
他
の
市
区
町
村
へ)

■
転
居
届(

秋
田
市
内
で
住
所
を
移
し
た
と
き)

●
本
人
と
確
認
で
き
る
、
運
転
免
許
証
や

健
康
保
険
証
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●｢

本
人
」「
本
人
と
同
一
世
帯
の
か
た
」「
法

定
代
理
人
」以
外
の
か
た
が
届
け
出
る
と

き
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
が
臨
時
休
館

３
月
は
市
税
完
納
強
調
月
間

納
期
内
に
納
め
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
か
た

は
、
納
期
の
最
終
日
が
口
座
引
き
落
と
し

日
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
保
年
金
課
☎(

８
６
６)

２
１
８
９

日
時
▼

３
月
21
日
(金)･

22
日
(土)･

23
日
(日)
、

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

会
場
▼

納
税
課(

市
役
所
本
庁
２
階)

☎(

８
６
６)

２
０
５
８

内
容
▼

市･

県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動

車
税
の
納
付
と
納
税
相
談

土･

日
、
祝
日
に
納
税
窓
口
を
開
設
し
ま
す

今
月
納
期
の
市
税
は
、
国
民
健
康
保
険
税

第
９
期
。
納
期
限
は
３
月
31
日
(月)
で
す

８



ひ
と
り
親
家
庭
の
か
た
で
、
乳
幼
児･

小
学

生
の
福
祉
医
療
制
度
の
受
給
者
証(

「
対
象
区

分
お
よ
び
負
担
者
番
号
」
の
上
２
ケ
タ
が

｢

74｣)

を
お
持
ち
の
か
た
は
、

申
請
に
よ
り｢

ひ
と
り
親
家

庭｣

の
制
度
に
切
り
替
え
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す

■
子
ど
も
の
福
祉
医
療
…

子
ど
も
総
務
課(

市
役
所
３
階)

☎(

８
６
６)

８
８
４
６･

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
６
６)

２
４
０
５

■
障
が
い
児(

者)

の
福
祉
医
療
…

障
が
い
福
祉
課(

福
祉
棟
１
階)

☎(

８
６
６)

２
０
９
３･

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
６
３)

６
３
６
２

■
北
部･

西
部･

河
辺･

雄
和
の
各
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
で
は
ど
ち
ら
も
申
請
で
き
ま
す

下
記
の
①
②
に
該
当
す
る
か
た
は
、

申
請
す
る
と
「
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
」

が
交
付
さ
れ
、
診
療
の
際
に
健
康
保
険

証
と
一
緒
に
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と

保
険
診
療
の
自
己
負
担
分(

１
〜
３
割)

が

助
成
さ
れ
ま
す
。
忘
れ
ず
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

①
お
子
さ
ん
が
対
象

０･

１
歳
▼

全
員
に
入
院･

通
院
医
療
費
を
助

成
し
ま
す
。
所
得
確
認
が
あ
り
ま
す

２
〜
６
歳
▼

入
院
は
全
員
に
助
成
し
ま
す
。

通
院
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

小
学
生
▼

入
院･

通
院
と
も
に
所
得
制
限
あ
り

＊
１
歳
以
上
の
お
子
さ
ん
に
つ
い
て
、
父
母
と
も

に
、
ま
た
は
ど
ち
ら
か
に
市(

区
町
村)

民
税
所

得
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
自
己
負
担

分
の
半
額
を
支
払
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
医
療
機

関(
入
院･

通
院
そ
れ
ぞ
れ)

や
薬
局
ご
と
に
月
額

１
千
円
が
上
限
で
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
、
父
母
が
い
な
い
家
庭
、
父

か
母
が
重
度
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持

ち
の
家
庭
▼

18
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん(

18
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で)

が
対
象
で
す

＊
お
子
さ
ん
が
就
職
な
ど
で
、
社
会
保
険
本
人
に

な
る
と
該
当
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
。

重
度
心
身
障
が
い
児(

者)

▼

身
体
障
害
者
手
帳

１
〜
３
級
か
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
か
た

＊
社
会
保
険
本
人
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

高
齢
身
体
障
が
い
者
▼

65
歳
以
上
で
身
体
障

害
者
手
帳
４
〜
６
級
を
お
持
ち
の
か
た

＊
社
会
保
険
本
人
は
該
当
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

■
次
の
扶
養
控
除
も
、
所
得
制
限
基
準
額
に

加
算
さ
れ
ま
す
。

・
70
歳
以
上u

１
人
に
つ
き
10
万
円

・
16
歳
〜
22
歳u

１
人
に
つ
き
15
万
円

所
得
制
限
基
準
額(

扶
養
人
数
と
基
準
額)

｢

平
成
25
年
度
総
所
得
額｣

か
ら｢

各
種
控
除

額｣

を
控
除
し
た
額
が
、
下
段
の｢

所
得
制
限

基
準
額｣

を
超
え
る
場
合
は
助
成
制
度
に
該

当
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
父
母
の
所
得
は
合
算

せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
額
で
判
断
し
、
い

ず
れ
か
が
超
え
る
と
該
当
し
ま
せ
ん
。

■
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
市･

県
民
税
を
給
料
か

ら
控
除
さ
れ
て
い
る
か
た
は
、
市
民
税･

県
民
税
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
の｢

総
所

得
金
額
①｣

欄
の
額

各
種
控
除
額(

控
除
の
種
類
と
控
除
額)

平
成
25
年
度
総
所
得
額

福
祉
医
療
制
度
の
所
得
制
限

■
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
小
規
模
企
業

共
済
等
掛
金
控
除u

市･

県
民
税
の
控
除
額

と
同
額

■
社
会
保
険
料
控
除u

８
万
円
　

■
障
害
者
控
除(

１
人
に
つ
き)u

普
通
27
万

円
、
特
別
40
万
円
　

■
寡
婦(

夫)

控
除u

27
万
円
　

■
寡
婦
控
除(

特
別)u

35
万
円
　

■
勤
労
学
生
控
除u

27
万
円

乳
幼
児
…
０
人u

460
万
円
、１
人u

498
万
円
、

２
人u

536
万
円
、
３
人u

574
万
円

小
学
生
…
０
人u

267
万
２
千
円
、
１
人u

305
万

２
千
円
、
２
人u

343
万
２
千
円
、
３
人u

381
万
２

千
円

乳
幼
児･

小
学
生

②
障
が
い
児(

者)

が
対
象

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
児
童
、

重
度
心
身
障
が
い
児(

者)

お
よ

び
高
齢
身
体
障
が
い
者
の
所
得

制
限
に
お
け
る
各
種
控
除
額
お
よ
び
所
得
制

限
基
準
額
は
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
ま
す
。

受
付
時
間

平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

(

ア
ル
ヴ
ェ
は
午
前
９
時
〜)

申
請
窓
口
　

■
上
記
以
外
に
、
市･

県
民
税
を
納
税
通
知

書
で
納
付
し
て
い
る
か
た
は
、
市
民
税･

県
民
税
納
税
通
知
書
の
３
枚
目
に
綴
ら
れ

て
い
る
税
額
計
算
明
細
書
の｢

総
所
得

①
＋
②｣

欄
の
額

７４

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
か
た

は
、
新
し
い
健
康
保
険
証
と
受
給
者
証
、
印

鑑
を
持
っ
て
上
記
の
申
請
窓
口
で
福
祉
医
療

の
変
更
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
任
意
継

続
保
険
を
取
得･

喪
失
し
た
か
た
も
手
続
き

が
必
要
で
す
。

◆◆◆◆◆◆
福祉医療制度
◆◆◆◆◆◆
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